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第４回南相馬市議会定例会市長提出議案の要旨 

 

平成２９年９月６日提出 

 

Ⅰ 件数  ３６件 

【内訳】議案 ３０件（条例関係 １件、決算関係 １６件、予算関係 ８件、 
その他 ５件） 

    報告  ６件（平成２８年度一般会計継続費精算の報告等） 
 

Ⅱ 議案の要旨  

≪条例関係≫ 

議案第７９号 
南相馬市水産業共同利用施設復興整備事業に係る放流用種苗生産

施設等の無償貸付及び譲与に関する条例制定について 

【趣旨】 

  国の東日本大震災復興交付金制度要綱に基づく水産業共同利用施設復興整備事

業を活用して市が整備する放流用種苗生産施設等の無償貸付及び譲与に関し必要

な事項を定めるため、新たに条例を制定するもの。 

 

【主な内容】 

１ 制度概要 

定める項目 条 内 容 

定 義 第２条 
 漁業者等：漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組

合及び人工ふ化放流事業を行う団体 

無償貸付でき

る対象者 
第３条 

① 東日本大震災で被災し、漁業を営む漁業者等 

② 旧警戒区域等に居住していた漁業者等 

貸付期間 第６条 
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表１及び別表２に

定める耐用年数   《参考》漁業用設備 ５年 

放流用種苗生

産施設等の返

還 

第７条 

① 貸付期間が終了したとき 

② 転出等により放流用種苗生産を行わなくなったとき 

③ 組織の解散等により放流用種苗生産が行えなくなったとき 

損害賠償等 第８条 
施設等を故意又は過失により損傷又は亡失したときは自己の

責任で修理又は賠償 

放流用種苗生

産施設等の譲

与 

第１０条 
貸付期間終了後、引き続き放流用種苗生産に使用することが確

実と認めるときは、譲与することができる。 
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２ 施行日 公布の日 

 

≪決算関係≫  

議案第８０号 

 

議案第８１号 

 

 

議案第８２号 

 

議案第８３号 

 

 

議案第８４号 

 

 

議案第８５号 

 

 

議案第８６号 

 

 

議案第８７号 

 

 

議案第８８号 

 

 

議案第８９号 

 

 

議案第９０号 

 

 

議案第９１号 

 

 

議案第９２号 

 

 

議案第９３号 

 

平成２８年度南相馬市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

平成２８年度南相馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

平成２８年度南相馬市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

平成２８年度南相馬市育英資金貸付特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

平成２８年度南相馬市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

平成２８年度南相馬市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 

平成２８年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

 

平成２８年度南相馬市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 

平成２８年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

 

平成２８年度南相馬市太田財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

平成２８年度南相馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

 

平成２８年度南相馬市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 

平成２８年度南相馬市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び

決算認定について 

 

平成２８年度南相馬市病院事業会計決算認定について 

 



 
 
 
 
 

3 

 

議案第９４号 

 

 

議案第９５号 

 

平成２８年度南相馬市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処

分及び決算認定について 

 

平成２８年度南相馬市下水道事業会計決算認定について 

 

≪補正予算関係≫  

議案第９６号 

 

議案第９７号 

 

議案第９８号 

 

議案第９９号 

 

議案第100号 

 

議案第101号 

 

議案第102号 

 

議案第103号 

 

平成２９年度南相馬市一般会計補正予算について 

 

平成２９年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について 

 

平成２９年度南相馬市介護保険特別会計補正予算について 

 

平成２９年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

 

平成２９年度南相馬市水道事業会計補正予算について 

 

平成２９年度南相馬市病院事業会計補正予算について 

 

平成２９年度南相馬市工業用水道事業会計補正予算について 

 

平成２９年度南相馬市下水道事業会計補正予算について 

 

≪その他≫ 

議案第 104号 あっせんの申立てについて 

【趣旨】 

  東京電力福島第一原子力発電所の事故に基づき生じた損害賠償の和解のあっせ

んを申立てるため、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議

決を求めるもの。 

【主な内容】 

１  申立て先 

原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ） 

 

２ 申立ての相手方 

  東京都千代田区内幸町一丁目１番３号 

  東京電力ホールディングス株式会社 
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３ 申立ての概要 

  東京電力福島第一原子力発電所の事故に基づき生じた損害賠償の請求のうち、

東京電力ホールディングス株式会社が支払いに合意しない額８４３，３８５，４

４１円を支払うよう和解の仲介を求めるもの。 

  なお、申立ての日までに東京電力ホールディングス株式会社と損害賠償の額の

一部の支払いに合意した場合は、その合意額を除いた額で申立てを行うもの。 

 

４ 東京電力に対する損害賠償の状況及びＡＤＲ申立て項目 

 （１）請求内容 

    平成２４年度評価替（２０ｋｍ圏内除く。）について、東京電力第一原子力

発電所の事故による影響分を反映させるにあたり、通常の評価替による評価

額算定が困難だったため、総務省より示された簡易な評価方法による補正率

を適用し評価替えを実施した。補正による税収減分については、東京電力へ

損害賠償請求をしているが、合意に至らないため、ＡＤＲ申立てを実施する

もの。 

 

（２）申立て内容 

    固定資産税の税収減（平成２４年度～平成２６年度） 
８４３，３８５，４４１円 

    （年度内訳） 
     平成２４年度 ２８４，０６３，８４８円 
     平成２５年度 ２８１，４９１，００９円 
     平成２６年度 ２７７，８３０，５８４円 
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請求額 支払済額 東電審査中 直接協議中 ※賠償対象外

2,186,948,846 262,721,636 157,645,072 1,766,582,138 1,081,314,696 685,267,442

1,482,299,432 276,480,777 896,515,095 25,239,712 284,063,848 284,063,848

461,363,421 169,804 171,829,288 7,873,320 281,491,009 281,491,009

446,596,340 164,739,659 4,026,097 277,830,584 277,830,584

461,588,217 461,588,217

29,011,129 29,011,129

5,067,807,385 568,383,346 1,694,672,259 194,784,201 2,609,967,579 1,924,700,137 685,267,442

○東電審査中・・・東京電力へ請求し、審査過程にあるもの。又は請求後回答がないもの。
○直接協議中・・・協議の余地があり、継続して直接協議中のもの。

○賠償対象外・・・東京電力側で賠償対象外としたもの。
※検討中（保留）685,267,442円については、平成23年度早期退職者の退職金である。

　固定資産税の税収減（平成24年度分～平成26年度分）  

平成27年度分

平成28年度分

合　計

Ｈ29.8.28現在

平成23年度分

平成24年度分

平成25年度分

■　東京電力に対する損害賠償状況一覧　■

※（再掲）賠償対象外　　単位（円）

ＡＤＲに移行 検討中（保留）

一般会計・特別会計（企業会計所管分を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成26年度分

■　ＡＤＲ申立て内容　■

年度

平成24年度

請求額

284,063,848

　単位：円

281,491,009

277,830,584

843,385,441

平成25年度

平成26年度

合　計
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議案第105号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 
南相馬市大規模乾燥調製貯蔵施設整備事業（原町区萱浜） 
建設工事 

施 工 場 所 南相馬市原町区萱浜字広谷地地内 
契 約 の 金 額  １，９９８，０００，０００円 

工 期 契約締結日から平成３０年１１月５日まで 

契 約 の 方 法 随意契約 

契約の相手方 
広島県東広島市西条西本町２番３０号 
株式会社サタケ 

 

議案第106号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 
社会資本整備総合交付金事業（復興）河川改修（準用河川北原

川）工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区萱浜字東蔵前地内外 
契 約 の 金 額  ３５９，６４０，０００円 

工 期 契約締結日から平成３０年３月３０日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
南相馬市原町区東町三丁目４１番地 
東北建設株式会社 
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議案第107号 財産の取得について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 福島県立特別支援学校整備事業用地 

取得する土地の表

示 

所在地 地目 面積 

南相馬市鹿島区寺内字鷺内７６番 宅見 ３，３２７㎡ 

南相馬市鹿島区寺内字鷺内７７番 宅見 ３，３７６㎡ 

合 計 ６，７０３㎡ 

取 得 予 定 価 格 ２４，１３０，８００円 

取 得 の 方 法 随意契約 

取 得 の 相 手 方  

 

議案第108号 財産の取得について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 福島県立特別支援学校整備事業用地 

取得する土地の表

示 

所在地 地目 面積 

南相馬市鹿島区寺内字鷺内７８番 宅見 ３，３１８㎡ 

南相馬市鹿島区寺内字鷺内７９番 宅見 ３，３８４㎡ 

合 計 ６，７０２㎡ 

取 得 予 定 価 格 ２４，１２７，２００円 

取 得 の 方 法 随意契約 
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取 得 の 相 手 方  

 

≪報告≫ 

報告第９号 平成２８年度南相馬市一般会計継続費精算の報告について 

【趣旨】 

平成２８年度において継続年度が終了した継続費について精算したので、地方

自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するもの。 
 

【主な内容】 

 １．継続費の概要 

事 業 名 
事業

年度 
年割額 
（合計） 

支出済額 
（合計） 

年割額（合計）

と支出済額（合

計）の差 

植物工場整備事業 
２７ 
～ 
２８ 

 

1,632,167,000円 1,611,207,289円 

 

20,959,711円 

避難所看板等整備

事業 

２７ 
～ 
２８ 

 

85,713,000円 82,576,800円 

 

3,136,200円 

 

パークゴルフ場整

備事業 

２７ 
～ 
２８ 

 

672,494,000円 672,223,733円 

 

270,267円 
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報告第１０号 
平成２８年度南相馬市宅地造成事業特別会計継続費精算の報告

について 

【趣旨】 

平成２８年度において継続年度が終了した継続費について精算したので、地方

自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するもの。 
 

【主な内容】 

 １．継続費の概要 

事 業 名 
事業

年度 
年割額 
（合計） 

支出済額 
（合計） 

年割額（合計）

と支出済額（合

計）の差 

宅地造成事業 
２７ 
～ 
２８ 

 

1,038,967,000円 1,037,668,750円 

 

1,298,250円 

 
 

報告第１１号 平成２８年度南相馬市病院事業会計継続費精算の報告について 

【趣旨】 

平成２８年度において継続年度が終了した継続費について精算したので、地方

公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により報告するもの。 
 

【主な内容】 

１．継続費の概要 

事 業 名 
事業

年度 
年割額 
（合計） 

支払義務発生額 
（合計） 

年割額（合計）と

支払義務発生額

（合計）との差 

脳卒中センタ

ー整備事業 

２５

～ 
２８ 

4,985,835,000円 4,985,531,985円 

 

303,015円 
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報告第１２号 平成２８年度南相馬市下水道事業会計継続費精算の報告について 

【趣旨】 

平成２８年度において継続年度が終了した継続費について精算したので、地方

公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により報告するもの。 
 

【主な内容】 

１．継続費の概要 

事 業 名 
事業

年度 
年割額 
（合計） 

支払義務発生額 
（合計） 

年割額（合計）と

支払義務発生額

（合計）との差 
公共下水道事

業計画変更業

務委託 

２７

～ 
２８ 

21,384,000円 21,384,000円 

 

0円 

 

 

報告第１３号 
平成２８年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

【趣旨】 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により、監査委員の意見を付し、報告するもの。 

【主な内容】 
１ 健全化判断比率                      （単位：％） 

区 分 平成２８年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 － １２．５６ ２０．００ 
連 結 実 質 赤 字 比 率 － １７．５６ ３０．００ 
実 質 公 債 費 比 率 １０．１  ２５．０ ３５．０ 
将 来 負 担 比 率 － ３５０．０  
※ 実質赤字額及び連結実質赤字額は生じておらず、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率を「－」と表記 
※ 一般会計等が負担する将来の負担額よりも、将来負担額に充当可能な財源

が上回っており、将来負担比率を「－」と表記 
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２ 資金不足比率                       （単位：％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

≪健全化判断比率等について≫ 

１ 健全化判断比率等の対象 

地

方

公

共

団

体 
一般会計 

一般会計等 

 

特別会計 

公営事業 

会計 

 
 

 

うち 

公営企業 

会計 

      

  

一部事務組合・広域連合  

 

地方公社・第三セクター等  

 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

将
来
負
担
比
率 

※公営企業会計 
 ごとに算定 

会 計 名 資金不足比率 備  考 

南相馬市水道事業会計 － 

地方公共団体の財政の健全化

に関する法律施行令（以下「令」

という。）第１７条第１号の規

定により事業の規模を算定 
南相馬市工業用水道事業会計 － 〃 
南相馬市病院事業会計 － 〃 
南相馬市下水道事業会計 － 〃 

南相馬市簡易水道事業特別会計  － 令第１７条第３号の規定によ

り事業の規模を算定 
南相馬市農業集落排水事業特別会計  － 〃 
南相馬市工場用地等整備事業特別会計  － 〃 
南相馬市宅地造成事業特別会計 ― 〃 
※いずれの会計も資金不足は生じておらず、資金不足比率を「－」と表記 

実
質
赤
字
比
率 

資
金
不
足
比
率 
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２ 算式 

実質赤字比率  ＝ 
一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 
 

連結実質赤字比率＝ 
連結実質赤字額 
標準財政規模 

 
 
実質公債費比率 ＝ 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 
（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 
 
将来負担比率  ＝ 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債 
      現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 
標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

資金不足比率  ＝ 
資金の不足額 
事業の規模 
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報告第１４号 専決処分の報告について 

【趣旨】 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告するもの。 
 
【専決第７号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２９年８月４日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

    １２９，６００円 
     うち保険等により補てんされる額 １２９，６００円 
     市が自ら負担する額             ０円 
３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

   平成２９年７月１０日午前１１時４５分頃､原町区橋本町三丁目地内の市道

橋本町線において、道路補修作業を行った際に、細かい砂等が飛散し、近くに駐

車していた相手方車両の塗装コーティングに細かい傷が生じ、損害を与えたもの。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申

立て、請求、争訴等は行わないことで和解する。 
 

【専決第８号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２９年８月１８日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

   ６７，９００円 
     うち保険等により補てんされる額  ６７，９００円 
     市が自ら負担する額             ０円 
３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

   平成２９年７月７日午前１０時２５分頃､須賀川市茶畑町７１番地地内の須

賀川市民温泉施設内駐車場において、公用車を後退した際、公用車左前ドア部分

が公用車の左後方に停止していた相手方車両の右前バンパー部分に接触し、損害

を与えたもの。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申

立て、請求、争訴等は行わないことで和解する。 
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【専決第９号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２９年８月２５日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

６，４８０円 
  うち保険等により補てんされる額  ６，４８０円 
  市が自ら負担する額            ０円 

３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

平成２９年６月２６日午前１１時２５分頃､原町区中太田字与太郎内１５０

番地地内の相手方駐車場において、公用車を駐車し、助手席側ドアを開けた際、

公用車の左側に駐車していた相手方車両の左後ドア部分に接触し、損害を与え

たもの。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申

立て、請求、争訴等は行わないことで和解する。 
 
【専決第10号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２９年８月２５日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

５９７，８２０円 
  うち保険等により補てんされる額  ５９７，８２０円 
  市が自ら負担する額              ０円 

３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

平成２９年７月７日午後２時２５分頃､原町区堤谷地内の市道高小高線の右

カーブ箇所において、公用車を小高方面に走行中、公用車が対向車側にはみ出

し、公用車右側フェンダー部分が原町方面に走行していた相手方車両の右後ド

ア部分に衝突し、損害を与えたもの。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申

立て、請求、争訴等は行わないことで和解する。 
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【専決第11号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２９年８月２８日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
２ 損害賠償の額 

１４５，８００円 
  うち保険等により補てんされる額  １４５，８００円 
  市が自ら負担する額              ０円 

３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

平成２９年４月１９日午後８時頃､暴風警報発令時の強風により、鹿島区寺内

字八幡林３６８番地地内の寺内農村公園に植栽している木が倒れ、当該公園に

隣接する相手方住宅の瓦及び雨どいを損傷させたもの。 
損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申

立て、請求、争訴等は行わないことで和解する。 
 
 
 


